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山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

第29回本部員会議 議事要旨 

 

日 時 令和３年４月23日（金）午後３時15分～午後３時40分 

場 所 県庁５階 502会議室 

出席者 知事（本部長）、各部局長等（各本部員等）、特命補佐 

 

１ 開 会（午後３時15分） 

 

２ 知事挨拶 

全国的に感染が再拡大しており、現在10都府県（宮城県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県）にまん延防止等重点措

置が適用され、このうち、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の４都府県を対象に、

本日、政府において、緊急事態宣言の発令が決定される予定となっております。ま

た、愛媛県には、まん延防止等重点措置の適用が決定される予定です。全国的に変

異株による感染の拡大も懸念され、人の移動が多くなる大型連休にかけては、県境

をまたいだ移動を控えるなど、感染拡大防止の徹底を図る必要があります。 

一方、本県では、３月中旬からの感染者の急増により、村山地域の医療提供体制

がひっ迫したことを受け、県と山形市と寒河江市が共同して県独自の緊急事態宣言

を発出し、飲食店等に対する営業時間短縮の要請などの緊急対策を実施してまいり

ました。このうち、山形市については、依然として二桁の新規感染者が続いたこと

から、緊急事態宣言の期間を４月25日まで２週間延長し、緊急対策を継続し、実施

しているところです。 

本日は、最近の感染状況等を確認するとともに、山形市を対象とした緊急事態宣

言の取扱い、今後の感染防止対策などについて協議・決定したいと考えております

ので、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

３ 協 議 

（１）新型コロナウイルス感染症の発生状況等について（資料P1～P9） 

  ○ 防災くらし安心部長及び医療統括監から、国内及び県内における新型コロナ

ウイルス感染症の発生状況等について報告した。 

  ○ 質問、意見なし。 

 

（２）山形市との緊急事態宣言の取扱いについて（資料P10～P14） 

  ○ 防災くらし安心部長から、山形市における新型コロナウイルス感染症の発生

状況及び県と山形市の緊急事態宣言の今後の取扱いについて説明した。 

  ○ 医療統括監から、医療専門家からの意見を説明した。 

  ○ 質問、意見なし。 
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 ○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、説明のとおり、山形市の注意・警戒レベルについては、レベル４

（特別警戒）に引き下げ、緊急事態宣言は、期限どおり４月25日をもって解除

することといたします。 

 

（３）山形県新型コロナ対策認証事業について（資料P15,P16） 

  ○ 防災くらし安心部長及び産業労働部長から、山形県新型コロナ対策認証事業

について説明した。 

  ○ 質問、意見なし。 

 

（４）大型連休に向けた感染防止対策の呼びかけについて（資料P17～P21） 

  ○ 防災くらし安心部長から、県と県内市町村における共同メッセージについて

説明した。 

  ○ みらい企画創造部長から、東北・新潟共同メッセージについて説明した。 

  ○ 質問、意見なし。 

○ 知事から以下のとおり発言があった。 

それでは、説明のとおり、県民の皆様に大型連休に向けて感染防止対策を呼

びかけることといたします。 

 

（５）その他 

  ○ 発言なし。 

 

【知事指示事項】 

本日、山形市については、本県独自の注意・警戒レベルを一段階引き下げ、レベ

ル４（特別警戒）とし、県独自の「緊急事態宣言」を解除しました。 

一方、本県でも、感染力や重症化リスクが高いとされる変異株の感染が確認され、

また、全国的にも、東京都など４都府県に緊急事態宣言が発令される見込みになる

など感染の再拡大が進んでおり、県独自の宣言解除後も、引き続き、感染防止対策

に取り組まなければなりません。そのため感染防止の取組みとして３点指示します。 

１ 山形県新型コロナ対策認証事業については、市町村や関係団体と連携し、対

象となる事業者のご理解、ご協力が得られるよう、事業の趣旨をしっかりと周

知してください。 

２ 本日、来週から始まる大型連休における感染防止の取組みとして、県民の皆

様にご協力を呼びかける内容を決定いたしました。各部局では、この内容につ

いて、市町村や関係団体と連携し、しっかりと周知してください。取組みをお

願いする内容は次のとおりです。 

・ 県境をまたぐ帰省や旅行、法事などの移動は、控えてください。 

・ ご家族やご親族に、体調が悪い時の帰省や、感染が多い地域からの帰省は
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控え、電話やオンライン帰省を活用するようお伝えください。 

・ こまめな手洗い、消毒、正しいマスクの着用、三つの密の回避など基本的

な感染防止対策を徹底してください。 

・ 会食は感染対策が講じられたお店で、少人数・短時間、マスク飲食などを

徹底して行ってください。 

  マスクを外した会話・会食・カラオケが最大の感染リスクです。 

・ 大型連休中の出勤は必要最小限とし、テレワークやオンラインを活用して

ください。 

以上が、大型連休における感染防止の取組みのお願いになります。県民の皆

様や事業者の皆様に対し、今後の感染状況等を踏まえて内容を見直す場合があ

ることも含めて、しっかりと周知してください。 

３ 高齢者の感染も拡大しています。重症化リスクの高い高齢者や持病のある方

及びその家族、また、介護施設など普段高齢者と接する機会が多い方は、会食

をできる限り控えていただくほか、感染防止対策を徹底するよう周知してくだ

さい。 

すでに多くの県民の皆様、事業者の皆様にご協力いただいているところではあり

ますが、いま一度、県民の皆さんと一丸となって、このコロナの難局を乗り越えて

まいりましょう。 

 

４ 閉 会（午後３時40分） 


